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■対象者　市町村交通災害共済の加入者で、道路上での自
動車、バイク、自転車などの交通に伴う事故にあった方

■請求期間　交通事故にあった日から２年以内
■請求方法　請求書類は総務企画課に備え付けてありま
す。必要事項を記入して提出してください。

※共済見舞金請求書には、交通事故証明書（申立書）、

診断書などを添付していただきます。

■問合わせ
　役場総務企画課庶務財政班（☎42-2111内線168）

「交通災害共済見舞金」の
請求漏れはありませんか？

役場総務企画課庶務財政班　　 ☎ 42-2111 内線 168

　いわて若者サポートステーションおよび盛岡地域若者

サポートステーションでは、若年未就業者の社会的自立

支援を目的として次のとおり相談事業および就業体験事

業を展開しています。

１　フォローアップ相談会
■日　時　年11月21日（土）
　　　　　午前10時～午後５時

■場　所　二戸市　ワークインにのへ１階会議室
■対象者　就業に関して悩んでいる15歳からおおむね
　　　　　40歳未満の未就業者および家族

■相談料　無料
※　相談は、事前予約が必要です。

２　家庭訪問相談
■内　容　専門支援員による個別相談
■日程・場所　事前予約が必要
■対象者　就業に関して悩んでいる15歳からおおむね
　　　　　40歳未満の未就業者および家族

■相談料　無料（要登録）
■上記１・２の申込み・問合せ先
いわて若者サポートステーション（☎019-653-4210）

３　就業体験事業
■対象者　就業に関して強い意思のある40歳未満の求
　　　　　職中の方

■定　員　25人
※　事前予約・登録が必要です。

■上記３の申込み・問合せ先
盛岡地域若者サポートステーション（☎019-625-8460）

若年未就業者の相談会と
就業体験事業を行います

いわて若者サポートステーション　☎019-653-4210

　毎年、渡り鳥が飛来する季節になると高病原性鳥イン

フルエンザの発生が心配されます。

　自宅などで鳥類を飼育している方は、鳥小屋などに野

鳥が侵入しないようにネットで覆うなど、しっかりとし

た対策をとり、鳥小屋や周辺の消毒、世話をする前後の

手指･靴などの消毒を徹底しましょう。また、鳥の飲み

水には水道水を使用し、池や河川の水は、渡り鳥などに

よって鳥インフルエンザウィルスで汚染されている可能

性があるので使わないようにしてください。

　日ごろから、鳥の健康状態に注意し、少しでも異常が

みられた場合は最寄りの獣医師または県北家畜保健衛生

所（☎49-3006）に連絡してください。

高病原性インフルエンザ
の発生を予防しましょう

県北家畜保健衛生所　　　　　　　　　  ☎ 49-3006




